
 

岩手県立軽米病院寝具類洗濯等業務に係る委託業務明細書 

 

１ 寝具及び病衣の保管管理、配送 

① 寝具及び病衣は、病院と賃貸借契約を締結する業者（以下、「賃貸業者」という。）から賃 

借するものである。 

② 賃貸業者から週１回搬入される寝具及び病衣は、寝具倉庫に種類、サイズ別に区分して保 

管すること。 

③ 寝具を週に１回各病室のベッドに配送し、病衣は週に１回病棟リネン室に配送すること。 

④ 病棟のリネン室に保管している寝具及び病衣の数量を常に確認し、不足すると認められる 

場合には寝具倉庫から搬出し、補充すること。 

⑤ 患者が使用した寝具及び病衣について、１日２回（午前、午後各１回）回収し、寝具倉庫 

へ搬送すること。 

⑥  ⑤において回収した寝具及び病衣は、賃貸業者が週２回回収に来るので、種類、サイズ  

ごとに分類して数量を確認し、寝具伝票に記入して引き渡すこと。 

⑦ 配送、保管管理の際には特にも清潔に留意して作業を行うこと。 

 

２ タオル等の洗濯 

① 病棟で使用した清拭用タオル、手術や検査で使用した術衣、患者から依頼された洗濯物等 

を１日２回(午前、午後各１回)回収し、病院設備の洗濯機を使用して洗濯すること。 

② 洗濯は洗剤を用いて洗濯することとし、必要に応じて漂白剤を用いること。 

③ 洗濯、乾燥後は、清拭用タオルは病棟リネン室へ、患者からの依頼洗濯物は病棟看護師へ 

配送すること。その他の洗濯物は依頼先に配送すること。 

④ 患者からの依頼洗濯物の取り扱いは、数量の確認、他の洗濯物との区別等、特にも厳重な 

管理に留意すること。 


